
冬
季
の
節
電
・
省
エ
ネ
ル

ギ
ー
対
策
に
つ
い
て 

〜
節
電
へ
の
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
〜 

家
事
事
件
手
続
法
の
施
行

を
迎
え
て 

〜
家
事
事
件
の
手
続
が
新
し
く
な
り
ま
す
〜 
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り
多
く
の
県
民
の
皆
様
に
親
し
み
を

持
っ
て
法
務
局
を
ご
利
用
い
た
だ
く

た
め
、
無
料
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。 

　
土
地
・
建
物
や
会
社
の
登
記
、
相

続
、
土
地
の
境
界
、
地
代
、
家
賃
、

隣
近
所
の
こ
と
や
子
ど
も
の
い
じ
め

問
題
等
で
、
困
り
ご
と
や
悩
み
ご
と

が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
、

ご
相
談
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

　
な
お
、
よ
り
多
く
の
方
々
に
待
ち

時
間
な
く
利
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
、

原
則
と
し
て
事
前
の
予
約
と
し
て
お

り
ま
す
が
、
空
き
が
あ
る
場
合
は
、

予
約
が
な
く
て
も
ご
相
談
を
お
受
け

す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。 

※
予
約
な
し
の
場
合
、
お
待
ち
い
た

だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

日
時
　
平
成
25
年
１
月
27
日
� 

　
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
３
時
ま
で 

※
予
約
制
で
す
が
、
予
約
に
空
き
が

あ
る
場
合
は
ご
相
談
を
お
受
け
し

ま
す
。 

※
相
談
時
間
は
30
分
程
度
で
、
相

談
は
無
料
で
す
。 

開
設
場
所
　
徳
島
地
方
法
務
局
　
阿

南
支
局
　
阿
南
市
日
開
野
町
谷
田
４

９
７
―
２
　
☎
０
８
８
４
│
22
│
０

４
１
０ 

申
込
期
間
　
平
成
25
年
１
月
７
日

�
〜
１
月
23
日
�
ま
で
　
午
前
９

時
〜
午
後
５
時
ま
で
（
土
・
日
・
祝

日
を
除
く
） 

申
込
先
　
徳
島
地
方
法
務
局
　
阿
南

支
局
　☎
０
８
８
４
│

22
│
０
４
１
０ 

相
談
内
容
　
登
記
・
供
託
・
戸
籍
・

人
権
に
関
す
る
相
談
全
般 

相
談
担
当
者
　
法
務
局
職
員
、
土
地

家
屋
調
査
士
、
人
権
擁
護
委
員 

お
問
い
合
せ
先
　
徳
島
地
方
法
務
局

総
務
課
　
☎
０
８
８
│
６
２
２
│
４

３
１
８ 

　 
    

　
今
冬
、
四
国
電
力
管
内
で
は
、
厳

冬
と
な
る
こ
と
を
想
定
し
た
上
で
、

瞬
間
的
な
需
要
変
動
に
対
応
す
る
た

め
に
必
要
と
さ
れ
る
予
備
率
３
％
以

上
を
確
保
で
き
る
見
通
し
で
す
が
、

大
規
模
な
発
電
所
の
ト
ラ
ブ
ル
が
発

生
し
た
場
合
、
安
定
供
給
が
出
来
な

い
可
能
性
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、

政
府
は
平
成
24
年
12
月
３
日
か
ら
平

成
25
年
３
月
29
日
ま
で
の
平
日
（
12
月

31
日
及
び
１
月
２
日
〜
４
日
を
除
く
）、

９
時
〜
21
時
ま
で
の
間
、
節
電
へ
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。 

※
数
値
目
標
は
設
定
し
て
お
り
ま
せ

ん
。
節
電
を
お
願
い
す
る
期
間
・
時

間
帯
に
お
い
て
、
無
理
の
な
い
範
囲

で
の
節
電
を
お
願
い
し
ま
す
。 

お
問
い
合
せ
先
　
四
国
経
済
産
業
局

☎
０
８
７
│
８
１
１
│
８
５
３
５ 

     

    

〜
家
事
事
件
手
続
法
が
、
平
成
25

年
１
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
〜 

家
事
事
件
手
続
法
と
は
？ 

　
家
事
事
件
（
家
事
審
判
及
び
家
事

調
停
に
関
す
る
事
件
）
の
手
続
を
定

め
る
法
律
で
す
。
国
民
に
利
用
し
や

す
く
現
代
社
会
に
適
合
し
た
家
事
事

件
の
手
続
を
定
め
る
た
め
に
新
た
に

制
定
さ
れ
ま
し
た
。 

新
し
く
設
け
ら
れ
た
制
度
を
い
く
つ

か
ご
紹
介
し
ま
す
。 

●
原
則
と
し
て
、
申
立
書
の
写
し
が

相
手
方
に
送
付
さ
れ
る
。 

●
事
件
の
当
事
者
で
あ
れ
ば
、
家
事

審
判
事
件
の
記
録
を
見
た
り
コ
ピ

ー
し
た
り
す
る
こ
と
が
、
原
則
と

し
て
許
可
さ
れ
る
。 

●
電
話
会
議
・
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ

ム
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

施
行
日
　
平
成
25
年
１
月
１
日
か

ら
施
行
さ
れ
ま
す
。 

※
た
だ
し
、
家
事
事
件
手
続
法
が
適

用
さ
れ
る
の
は
、
施
行
日
（
平
成
25

年
１
月
１
日
）
以
降
に
申
し
立
て
ら

れ
た
家
事
事
件
で
す
。 

お
問
い
合
せ
先
　
徳
島
地
方
裁
判
所

事
務
局
総
務
課
　
☎
０
８
８
│
６
０

３
│
０
１
１
１ 

3. 申込期日　平成25年1月7日（月）　締切厳守　※事前申込のない者は受講できません。  
4. 講習会費　6,500円（講習費・テキスト代・判別用テキスト）   

申込みをいただいた方に、「狩猟読本」込み用紙を送付します。   
事前に振込みのない方は、受講できません。（当日現金の受付けはしない）   

5. 講習会についての問い合せ先　社団法人 徳島県猟友会事務局　☎088－623－1617　FAX088－623－1618   
駐車場は有りません。有料駐車場をご利用ください。   
申込みについては、期限厳守し申込書を、郵送又はFAXで申込んでください。   
申込みの多い場合は先着順です。なお、詳細については、県猟事務局までお問い合せください。 

6. 注意事項　狩猟免許は徳島県が行う狩猟免許試験を受けなければなりません。   
試験の申請については下記にお問い合せください。 

1. 主　　催　社団法人  徳島県猟友会  
2. 講習会日程及び講習会場 

平成25年1月12日（土） 
時　間　10：00（9：30受付）～16：00頃 
場　所　社）徳島県猟友会　事務所 
住　所　徳島市南仲之町4丁目18番地 
申込期限　平成25年1月7日（月） 

平成25年1月13日（日） 
時　間　10：00（9：30受付）～16：00頃 
場　所　あわぎんホール（県郷土文化会館） 
住　所　徳島市藍場町2丁目14番地 
申込期限　平成25年1月7日（月） 

試験日 
平成25年 
1月20日（日） 
 
 
試験会場 
県民局でお問い合せください 

第5回講習会 

第6回講習会 

網・ワナ猟免許 

第1種狩猟免許 

第2種狩猟免許 

網・ワナ猟免許 

平成24年度　狩猟免許試験講習会について 

■お問い合せ先　南部総合県民局　☎0884－28－9860


